
保
険
料
免
除
な
ど
を
申
請
で

き
る
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
は
、
経
済
的
な
理
由
や
在
学
中
な

ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
、
申
請
免
除
等
の
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付

特
例
の
申
請
は
、
こ
れ
ま
で
申
請
直
近
の
７
月
ま

で
（
学
生
納
付
特
例
は
４
月
ま
で
）
の
１
年
以
内

で
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
申
請
時
点
か

ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

失
業
等
の
特
例
免
除
の
対
象

期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

災
害
や
失
業
等
を
理
由
と
し
た
免
除
は
、
前

年
度
所
得
が
多
い
場
合
で
も
、
証
明
書
が

あ
れ
ば
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
免
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
特
例
免
除
の
条
件
が
改
正
さ

れ
、
次
の
表
の
と
お
り
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
の
主
な
改
正
点

○
国
民
年
金
の
任
意
加
入
未
納
期
間
が
受
給
資
格

　

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
は
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険

者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
や
海
外
在
住
者
な
ど
で

本
人
の
申
出
に
よ
り
加
入
を
し
て
い
た
人
）
が
保

険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
未
納

期
間
と
さ
れ
、
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
改
正
後
は

こ
の
未
納
期
間
が
受
給
資
格
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
子
の
あ
る
夫
に
も
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

　

ま
す

　

こ
れ
ま
で
は
、
死
亡
し
た
人
に
よ
っ
て
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ
る
妻
」
ま
た
は
「
子
」

に
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
26
年
以
降
に
死
亡
し
た
人
か
ら
、「
子
の
あ

る
夫
」
に
も
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
未
支
給
年
金
を
受
け
取
る
遺
族
の
範
囲
が
拡
大

　

さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
は
、
未
支
給
年
金
（
亡
く
な
っ
た
人

が
受
け
取
る
は
ず
で
あ
っ
た
未
払
い
の
年
金
）
を

受
け
取
れ
る
遺
族
の
範
囲
は
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
２
親
等
以
内
（
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
ま
た
は
兄
弟
姉
妹
）
で
し
た
が
、
改
正

後
は
、
上
記
以
外
の
３
親
等
内
の
親
族
（
甥
・
姪
、

お
じ
・
お
ば
、
子
の
配
偶
者
な
ど
）
ま
で
拡
大
さ

れ
ま
す
。

災害・失業等の
理由が発生した年 特例免除の申請が可能な期間

平成 22 年 平成 24 年３月～平成 24 年６月

平成 23 年 平成 24 年３月～平成 25 年６月

平成 24 年 災害・失業等の前月～平成 26 年６月

平成 25 年 災害・失業等の前月～平成 27 年６月

特例免除の申請が可能な期間（平成 26 年４月に申請する場合）

01

平成 26 年４月申請平成 25 年７月

改正前

改正後

平成 26 年４月申請平成 25 年４月

改正前

改正後

（例）平成 26 年４月に保険料免除などを申請した場合の申請可能期間

平成 24 年３月

＜保険料免除・若年者納付猶予＞

平成 24 年３月

＜学生納付特例＞

02

03

平成 26 年４月から「国民年金制度に関する法律」が改
正されます。この改正のポイントなどをご紹介します。

国民年金制度が改正されます

※学生納付の場合、翌々年の３月まで。
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